
平成３１年度年金保険料について
平成31年度の年金保険料は　月額16,410円　です。

平成３１年度の学生納付特例受付が始まります
　学生納付特例は所得の少ない学生が、年金保険料の納付を先送り（猶予）できる制度です。
　猶予対象者は大学、短大、専門学校などの各種学校に在学する学生で本人の前年所得が基準以下（118万円
＋扶養親族数×38万円）の人です。　※平成31年2月28日時点
　
　学生納付特例の猶予期間は４月～翌年３月で毎年度申請が必要です。学生証または在学証明書、印鑑を持っ
て役場 住民人権課で申請してください。
　
　平成30年度に学生納付特例制度で納付猶予されている人で、引き続き在学予定の人には、ハガキ形式の学
生納付特例申請書が日本年金機構より送付されます。平成31年度も納付猶予を希望する人はこのハガキに必
要事項を記入し返送してください。（学生証などの写しの添付は不要です。学校を変更した場合は住民人権課
にて改めて申請してください。）

住民人権課　☎32－1104問

清華苑祭壇（東半館）利用形態の変更について
　斎苑東館（半館）利用者で、親族だけの小さな葬儀をご希望の人などを対象に、祭壇両脇の袖を外す場合、７月１日か
ら割安な料金で利用できます。（東全館、西館使用を希望される人は、対象外となります。）　
　この使用料金については以下のとおりです。　
○祭壇使用料　　東館（半館）　　　　　　77,130円
　　　　　　　　東館（半館・袖段なし）　51,420円（新設）

生活環境課　☎32－1106問

（例）
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